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1 R4.11.25 R4.12.5
東京都知事（○）第○○号 株式会社○○に係る次の公文書。ただし、履歴事項全部証明書を除く。
・平成○年○月○日受付第○○号の宅地建物取引業免許申請書

37 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を
容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。

住宅政策本部
民間住宅部不
動産業課

2 R4.11.21 R4.12.5 東京都営住宅申込者資格審査要綱運用基準 13 1 1

（７条６号）東京都営住宅申込者資格審査要綱運用基準Ⅲ４(2)
は、都営住宅申込者資格審査の例外規定であって、公にすること
により、入居資格審査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが
あるため。

住宅政策本部
都営住宅経営
部指導管理課

3 R4.11.29 R4.12.8
都営住宅４H-131東（北区桐ケ丘二丁目GN06街区）工事及び
都営住宅４H-133東（北区桐ケ丘二丁目GN06街区）工事の
　金額入り工事設計内訳書

※ 1 ―
住宅政策本部
東部住宅建設
事務所建設課

4 R4.12.5 R4.12.13

塩浜二丁目（保証金の納入及び使用許可・鍵の交付について、保証金のの入及び使用許可書・鍵の交付について、引越しに際してのお願い）
江北七丁目（臨時粗大ごみ置場の設置について）
新宿四丁目（新宿二丁目アパート（3-3期）建て替えに伴う居住者の移転について、建替・移転説明会開催のお知らせ）
辰巳一丁目（移転先住宅関係資料、辰巳一丁目アパート（3-2期後期）居住者の移転について、引越しに際してのお願い、引越しに際してのお願い、引越しに際して
のお願い）
田端新町一丁目（建替移転説明会資料（田端新町一丁アパート・２期（１・８号棟））、移転先住宅見学会のお知らせ、移転先住宅関係資料）
南青山一丁目第2（南青山一丁目第2アパートの移転について）

※ 1 ―
住宅政策本部
東部住宅建設
事務所折衝課

5 R4.12.1 R4.12.14

・建築単価歩掛（17区）（令和３年４月１日）
・建築単価歩掛（足立・葛飾）（令和３年４月１日）
・建築単価歩掛（練馬・板橋）（令和３年４月１日）
・建築単価歩掛（目黒・世田谷）（令和３年４月１日）
・建築単価歩掛（西多摩地区）（令和３年４月１日）
・建築単価歩掛（東多摩地区）（令和３年４月１日）
・建築単価歩掛（町田市）（令和３年４月１日）
・機械単価歩掛（令和３年４月１日）
・電気単価歩掛（令和３年４月１日）

※ 1 ―
住宅政策本部
住宅企画部技
術管理課

6 R4.12.5 R4.12.16

・仙川アパート
（１）移転時期の遅れ　のお知らせ　（１０月２８日）
（２）移転時期の遅れ　のお知らせ　（１１月２９日）
（３）仙川アパートから調布緑ヶ丘二丁目アパート
　　　新１３・１４・１５号棟へ移転される皆さまへ
　　　入居手続書類の提出及び今後の予定等について　（１１月２９日）
・高井戸東一丁目アパート
（１）高井戸東一丁目アパートからご移転される皆さまへ
　　　入居手続書類の提出及び今後の予定等について　（１１月１日）
・高円寺アパート
（１）都営高円寺アパートの１号棟の居住者（仮移転中の方を除く）の皆さんへ
　　　抽選会に関する説明について（補足説明）　（１１月４日）
（２）追加提示　１人世帯向け
　　　移転先住宅関係資料（高円寺アパート １号棟）　（１１月４日）
（３）都営高円寺アパートの１号棟に仮移転中の皆さんへ
　　　確認書をお送りする前にご説明（事前説明）　（１１月４日）
（４）高円寺アパート１号棟にお住みの皆さんへ
　　　予定通り、移転先住宅の部屋決め抽選会を開催します（再掲）　（１１月１１日）
（５）高円寺アパート１号棟にお住みの皆さんへ
　　　建替移転の住宅のお引越しの事例（引き払い方）資料の送付について（１１月２２日）
（６）高円寺アパートから仮移転されている皆さんへ
　　　建替移転の住宅のお引越しの事例（引き払い方）資料の送付について（１１月２２日）
（７）高円寺アパート１号棟及び他団地に仮移転されている皆様へ
　　　入居手続書類の提出及び今後の予定等について　（１２月１日）
（８）都営高円寺アパートにお住まいの方へ
　　　建替移転に伴う確認書類について（ご提出のお願い）　（１２月１日）
（９）高円寺アパート１号棟の皆様へ
　　　後半移転世帯の入居手続書類の提出等について　（１２月１日）

※ 1 ―
住宅政策本部
西部住宅建設
事務所管理課

7 R4.12.9 R4.12.21
東京都知事（○）第○○号 株式会社○○に係る次の公文書。ただし、履歴事項全部証明書を除く。
・令和○年○月○日受付第○○号の宅地建物取引業免許申請書

36 1 1
（７条４号）印影は、公にすることにより、偽造等の犯罪行為を
容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため。

住宅政策本部
民間住宅部不
動産業課

8 R4.12.13 R4.12.21 東京都知事免許宅地建物取引業者リスト（令和４年12月13日現在） ※ 1 ―
住宅政策本部
民間住宅部不
動産業課
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決定区分 （根拠規定）条例７条

表の見方
＜決定区分＞
・開示、一部開示、非開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、該当する項目に「１」を記

入しています。
＜（根拠規定）条例7条＞
・一部開示及び非開示について、条例７条各号のいずれを根拠として非開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。
＜公文書の件名＞
・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。
・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記す

る場合があります。

＜公文書の枚数＞

・光ディスクへ複写し交付している場合は、「※」を記入しています。


